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地域公共交通に関する主な活動実績（R5年度）

持続可能な地域公共交通のあり方について
～地域公共交通計画の策定に向けて～

2023.10.18 雄武町地域公共交通活性化協議会 講話
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公共交通に対する見方、考え方が変わってきました！

地域の移動資源の総動
員が明示されました



高齢者が増加する中で、全国各地で様々な取り組みが始まっています。
現在の都市では、市町村合併もあって、市域において人口の偏りがあります。すなわち、
同じ自治体でも地域によって状況が異なるので、移動手段も地域の皆さんと相談しながら
進める必要があります。
また、移動手段を確保し元気な高齢者が積極的に外出することは、ご本人の生きがいや
健康増進はもちろん、地域経済にも大きな影響を与えます。

自家用車に変わる移動手段（公共交通）を整備するためには
1）自家用車の利便性と比べないこと
⇒公共交通は個人交通ではありません。利用される皆さんの生活スタイルを変えること、
意識を変えることが必要です。
2）地域の状況（地形や人口集積度、集落の形状等）や、運行事業者の状況（有無や会社の
体力等）、行政の財政状況によって整備できるメニューは限られます。
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地域の移動手段について考えてみましょう

高齢者の移動手段の確保 支えるのは地元の高齢者｜NHK 関西のニュース

自家用車で乗せてくよ！ 高齢者移動支援「みかさぎ」（恵那市HPより）

地域の皆さんとの意見交換で
常にお伝えしていること



4

地域の足が無いために拡がってきた、様々な買い物支援サービス・取組み

高齢者の移動目的は買物と通院と言われますが？



（茨城新聞）

少子化の進展に伴い、各地で小中学校の統廃合が進められています。それに伴い、通
学距離が遠くなる子供たちのために、スクールバスが運行されています。
このスクールバスは学校の登下校の時間のみ運行しておりますので、待機時間（空いて
いる時間）が当然あります。一方、スクールバスが多くなってきたことにより、運行経費が増
大し、自治体の財政を圧迫するようになってきました。
そこで、この空いている時間にコミュニティバス等の地域の足として活用しようとする取り
組みが進められています。 ⇒簡単ではありませんが・・
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地域の移動手段について考えてみましょう

スクールバス 学校統合を先導 茨城の新設小、登下
校に18台 （行方市、日経新聞2015.5.27より）

スクールバスの一般混乗（津別町）



「地域公共交通網形成計画」から「地域公共交通計画」へ

地域自らデザインする地域の交通

 地方公共団体による作成を努力義務化（国が予算・ノウハウ面の支援を行う
ことで、地域における取り組みをさらに促進）

 従来の公共交通サービスに加え、地域の多様な輸送資源（自家用有償旅客
運送、福祉輸送、スクールバス等）も計画に位置付け

 利用者数、収支、行政負担額などの定量的な目標の設定、毎年度の評価等
（データに基づくPDCAを強化）

地域公共交通計画の考え方

まちづくりと連携した
地域公共交通

ネットワークの形成

地域における
輸送資源の総動員

網形成計画と同様 今般新たに追加

メニューの充実やPDCAの強化により
持続可能な旅客運送サービスの提供の確保

活性化再生法が改正されました（令和２年１１月２７日施行）
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地域公共交通計画の策定に向けた考え方・進め方

• 町民の交通（移動）に係る問題点や課題を考える⇒問題意識・課題の想定
• 誰のために⇒必要な人（移動にお困りの人）を考える（ターゲットの絞り込み）
• どんな方法で⇒必要な手段を考える（マッチング）
• どこに行きたいか⇒広域・域内・町内・地区内の移動

• 町内にある交通手段（移動手段）・交通状況を整理する
• 町内にある学校・病院・商業施設等、移動目的となる施設を整理する
• どんな町を目指しているか、今後のまちづくりの方向性を理解する
• まちづくりやまちの活性化を支える交通体系を考える

実現に向けて考えること、整理すること

• 誰が交通を担うか⇒交通事業者等の状況を把握する
• 誰が支えるか⇒財源について考える
• どのように動かすか⇒運行体制を考える
• 持続するために⇒目標値の設定、評価体制を考える（PDCA）
• 持続するために⇒社会状況の変化に柔軟に対応する

交通は主役ではなく、まちづくりやまちの活性化を支える装置にすぎないので、
地域社会を構成する要素と横断的な連携・協力が不可欠です。
まずは情報共有から進めていきましょう！
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遠軽町の人口と高齢化率の分布状況

既存の交通サービス（バスルー
ト等）と付け合わせてみると、見
えてくるものが出てくる。
地域の状況とミスマッチはない
か、他のデータも収集しながら、
客観的に分析しましょう。

（令和３年度アドバイザー業務調査データより）作成協力：日本データーサービス㈱）

先ずは、知ること！
正しい情報を冷静に、
客観的に、見てみまし
ょう！



9雄武町の地域概況（一部）



【一口メモ】自家用車利用者等、公共交通を利用していない人を取り込むことは容易ではありません。先ずは、自家用
車が利用できない人がどれぐらいおられるのかを把握することから始めてみませんか。この人達が、いわば利用可能
な基礎票となります。地域交通をデザインするときの参考になると思います。

地域のデータを収集整理して対象者（ターゲット）の状況を把握する
群馬県館林都市圏での検討プロセスから館林市内の運転免許非保有者の現状把握



11（令和４年度第２回北海道オホーツク地域等公共交通活性化協議会（2022.8.24）資料より）

高校生アンケート結果からみた移動状況について

アンケート調査の概要

調査対象：
オホーツク管内全高校に
通う高校２年生

調査期間：
令和3年（2021年）8月18
日～9月17日

調査方法：
郵送により各高校に配布
及び回収

回収結果：
配布1,836部、回収1,636
部、回収率89.1％

注目すべきところ：
親送迎（緑）の多さ
⇒下校時は公共交通利用
を上回る
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森町地域公共交通バスの運行計画推進実務

令和５年度第２回森町地域公共交通会議（R5.8.23）資料より （作成協力：日本データーサービス㈱）
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森町地域公共交通バスの運行計画推進実務

令和５年度第２回森町地域公共交通会議（R5.8.23）資料より （作成協力：日本データーサービス㈱）

人口 １４，０１８人（R5.7現在）
面積 ３６８．７９Km2
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北海道津別町で走り始めた巡回ワゴンバス

（令和３年１２月運行開始）

令和４年４月現在、
１便平均約３．０人乗車

人口 ４，１４２人（R5.7現在）
面積 ７１６．８０Km2

工夫されたルートと運行時間帯、運行頻度
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第1回法定協議会で委員の役割等を確認～当事者意識の醸成

条 項 規 定 役割、視点等

１号委員 北見運輸支局 国の視点から

２号委員 オホーツク総合振興局 道の視点から

３号委員 交通事業関係者 運行（バス、ハイヤー）の視点から

４号委員 道路管理者 道路管理の視点から

５号委員 美幌警察署 交通安全の視点から

６号委員 住民の代表 町民や利用者の視点、及び地域活性化の視点から

７号委員 地域福祉従事者 福祉輸送の視点から

８号委員 有識者 専門家としてアドバイス

９号委員 自家用有償運送関係 運行の視点から（欠員）

10号委員 スクールバス運行受託者 運行の視点から

11号委員 交通事業労働組合 運転手の視点から

12号委員 行政関係者
関係する部署（福祉、産業、教育、住民等）の視点で、施策の
連携を図る視点から

法定協議会のガバナンス強化に向けて～津別町地域公共交通活性化協議会の取り組み～

「地域が自らデザインする地域の足」の、具体策としての「協議会のガバナンスの強化、人
材育成」について協議会で説明し、以下の役割を確認してから意見交換に入りました。

【一口メモ】法定協議会では委員が当
事者意識を持って積極的に協議に関
与することが求められます。とはいえ、
参加される委員が同じ意識とは限らな
いので、先ずは意識付けと積極的な発
言を依頼しました。また、会長の進行で
も皆さんに発言を促すような仕切りをし
ていただきました。
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持続可能な地域公共交通の確保維持を進めるためには

１．誰のために進めるのか～利用者ニーズの把握
２．誰が運行を担うのか～運行事業者の状況把握
３．誰が経費を担うのか～行政負担額の現状把握

◎計画づくりや計画推進の中で考えていただきたいこと

それぞれの自治体よっておかれている状況は異なりますので、地域公共交通
に対する考え方も異なって当然です。人口減少が進む中で、社会環境も縮
小傾向にあります。
置かれている状況を冷静かつ客観的に整理してみましょう！

法定協議会としてどのような地域公共交通像を描いてますか？例えば、
１．お金はかかっても、必要な人に必要な足を提供したい
２．地域の足づくりの行政負担が増えすぎたので削減したい
３．交通事業者から路線の撤退を言われているが、何とか維持したい
４．都市再生等、行政計画に合わせて公共交通ネットワークを整備したい
５．法律が変わったので仕方なく計画づくりを始めている


